
【機密性２】新潟県内の点検進捗状況（全体）
○平成30年度に点検が1巡し、2巡目点検を実施中。
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【令和元年～5年度 点検状況】

道路施設
2巡目時点
管理施設数

1巡目点検実績
(1段目：H26）
(2段目：H27）
(3段目：H28）
(4段目：H29）
(5段目：H30）

点検実施数
(1段目：R1）
(2段目：R2）
(3段目：R3）
(4段目：R4）
（5段目：R5）

2巡目
点検実施率

橋梁 23,206

1,007 3,394

37%

4,778 5,085

5,947 0

6,383 0

4,872 0

トンネル 407

48 96

43%

86 81

92 0

82 0

86 0

道路付属物等 1,409

119 201

30%

211 218

342 0

376 0

373 0

※令和2年3月時点

※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある

H26： H27：

R1：

H28： H29： H30：

R2：

1巡目

点検実施

 資料３
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【機密性２】新潟県内の令和２年度点検速報（橋梁）
○令和２年度点検では、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は３橋（０．０６％）、判定区分Ⅲ
（早期に措置を講ずべき状態）は８０９橋（１５．９％）、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観
点から措置を講ずることが望ましい状態）は２４００橋（４７．２％）
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R２年度　管理者別点検結果（橋梁）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
国土交通省 1,631 335 228 90 17 0
高速道路会社 1,106 176 62 88 26 0
新潟県 4,015 1,100 432 483 185 0
新潟市 3,959 808 394 325 89 0
市町村 12,495 2,666 757 1,414 492 3

1,873 2,400 809 3
36.8% 47.2% 15.9% 0.06%

※令和3年3月末時点

※診断中の橋梁も含む数量

※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある

橋梁数 点検実施数
判定区分

合計 23,206 5,085
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【機密性２】新潟県内の令和２年度点検速報（トンネル）
○令和２年度点検では、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は０施設（０．０％）、判定区分Ⅲ
（早期に措置を講ずべき状態）は３７施設（４５．７％）、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観
点から措置を講ずることが望ましい状態）は４４施設（５４．３％）
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R２年度　管理者別点検速報（トンネル）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
国土交通省 45 4 0 3 1 0
高速道路会社 91 22 0 21 1 0
新潟県 209 50 0 19 31 0
新潟市 14 4 0 0 4 0
市町村 48 1 0 1 0 0

0 44 37 0
0.0% 54.3% 45.7% 0.0%

※令和3年3月末時点

※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある

管理施設数 点検実施数
判定区分

合計 407 81
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【機密性２】新潟県内の令和２年度点検速報（道路付属物等）
○令和２年度点検では、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は０施設（０．０％）、判定区分Ⅲ
（早期に措置を講ずべき状態）は４９施設（２２．５％）、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観
点から措置を講ずることが望ましい状態）は８９施設（４０．８％）

R２年度　管理者別点検速報（道路附属物等）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 403 36 6 15 15 0

高速道路会社 363 92 66 14 12 0

新潟県 465 83 7 56 20 0

新潟市 97 1 0 1 0 0

市町村 81 6 1 3 2 0

80 89 49 0
36.7% 40.8% 22.5% 0.0%

※令和3年3月末時点
※点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある

管理施設数 点検実施数
判定区分

合計 1,409 218
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